
今年は、これまで「育ジイ養成講座」を受講したことがある方を対象に、「育ジイ同窓会」を開催します！ 

「育ジイ」になって、その後、「育ジイ」みなさんの近況報告やこれからの課題など、いろんな「育ジイ」の

みなさんと出会い、再会し、話し合ってみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちくしの女性センターニュース 
2017 年 

２月 

 男女共同参画推進課 主催講座 

の  

 

★「筑紫野市女性情報プラザ」からのお知らせ★ 

「育ジイ同窓会」 ～元気にしていますか？「育ジイ」になって、その後～ 

◆日時：３月８日(水) １４：００～１６：００ 

◆場所：筑紫野市生涯学習センター ３階 学習室６ 

◆進行：山根佑介さん(ファザーリング・ジャパン九州) 

◆対象：過去６年間に育ジイ養成講座を受講したことがある人 

◆申し込み方法：電話で①お名前と②電話番号、③何年前に 

「育ジイ養成講座」を受講されたかをお知らせください。 

◆申込・問い合わせ先：筑紫野市男女共同参画推進課 

ＴＥＬ（０９２）９１８―１３１１ 

生涯学習センターの１階にある女性情報プラザは、男女共同参画の活動を推進し、男女共同参画に関する情報を

収集・発信する拠点です。 

男女共同参画社会づくりに関する活動を行っている団体や、男女共同参画社会づくりの趣旨にご賛同いただける

団体については、ご登録いただければ、女性情報プラザの会議スペースを利用できます。（事前予約制） 

また登録団体間の情報交換等の場も設けています。あなたの団体も利用登録をしませんか？ 皆さんのご利用を

お待ちしています。♪ 

毎月、第１水曜日

に利用登録団体の

定例会を開催して

います。 

 
ぷち 

研修会に 

 
 

会議に 
交流に 

※女性情報プラザでは、利用登録団体の皆さ

んとともに、男女共同参画に関する様々な取

り組みも行っています。（例えば…6月：男女

共同参画ぷちフェスタ、8月：平和の取組み、

10 月：パープルプラザフェスタでの「男女

で取り組むエコテント」など。） 

＜問い合わせ先＞ 筑紫野市男女共同参画推進課  

ＴＥＬ０９２－９１８－１３１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相 談 日 時 

総 合 相 談 
月～金 ９：００～１６：３０ 

（休館日、祝日除く） 

女性弁護士による 

法 律 相 談 

毎月第２・４火曜日 

１３：００～１６：００（１人３０分） 

＜発行＞：筑紫野市市民生活部男女共同参画推進課 
〒818-0057 筑紫野市二日市南１-９-３（生涯学習センター内） 

TEL：092-918-1311 FAX：092-923-0416 e-mail：danjo@city.chikushino.fukuoka.jp 

※面接相談は予約が必要です。 

法律相談は、相談日の２週間前の水曜

日から、電話で申し込んで下さい。 

夫婦のこと（ＤＶや離婚など）、家族のこと、 

職場のこと（人間関係、セクハラ、パワハラ

など）相談は無料です。秘密は守ります。 

今年の新成人へ「デートＤＶ」防止啓発リーフレット 

を配布しました。（1月９日） 

こう 

の  

 

筑紫野市での男女共同参画推進に向けての啓発の取組み＜1 月＞ 

小地区公民館地区別視察研修会 

「女性も参画するまちづくり」（１月 14日） 

地域を活性化させる拠点としての公民館の役割は、ますます重要になっ

てきています。特に、子育てや高齢者支援、防犯や防災など、多様化する地

域課題やニーズへの対応、さらにそのための人材発掘が求められています。 

そこで今年の山家地区の研修会では、福岡県男女共同参画センターあす

ばる館長の松田美幸さんをお迎えして「女性も参画するまちづくり」の講演

会が開催されました。 

講演では、松田美幸さんから、公民館の新たな役割と地域活性化事例を掲

げていただきながら、全員参加型のまちづくりを進めていくためには、「固

定的な性別役割分担意識」の壁を取り払い、意思決定の場に女性を増やして

いくこと、地域や公民館の活動に、女性や若い人材がリーダーとして力を発

揮できる環境づくりが大切であることをお話いただきました。 

恋人間で起こる、パートナーからふるわれる！暴力を「デート DV」

といいます。最近では、中学・高校生や大学生など若いカップルの間

でも、交際相手からの暴力被害が発生しています。 

筑紫野市では、ドメスティック・バイオレンス（DV）対策のひとつ

として、交際相手との間で起きている「デート DV」の被害を防止し、

将来の配偶者間における DV をなくすため、若い世代に向けて、「デ

ート DV」防止啓発のリーフレットを作成し、平成 29 年 1 月９日に

筑紫野市文化会館で行われた成人式で、新成人に配布しました。 

(今年の成人は、対象者 1,014 人、成人式出席者 764 人) 

＜男女共同参画推進課＞ 
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＜山家地区小地区連絡協議会＞ 

デートＤＶ防止啓発リーフレット 
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